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TOYOTA ARENA TOKYO 利⽤規約 
 
 
 
§１．利⽤の流れ    

  
≪利⽤申請に際しての注意事項≫  
・メインアリーナ利⽤申込が利⽤開始⽇直前と認められた場合は、申込をお断りする場合
がございます。  
・電話等による⼝頭での申込・あるいは代⾏者による申込は受け付けません。  
・申込時、必要に応じて主催者に関する資料や利⽤内容がわかる計画概要書のご提出を 
お願いする場合がございますので、予めご準備ください。  
・申込の内容によっては、利⽤⽇の調整をお願いする場合がございますので 
ご了承ください。  
・従前の利⽤において、施設利⽤上の規則等あるいは当局の指導を遵守しなかった等、  
 当社が利⽤を不適当と認めるときには、申込をお断りする場合があります。 
・詳細は、利⽤の流れをご確認ください。 
  
§２．利⽤上のルール  
１ 営業期間  
   毎年 1 ⽉ 1 ⽇より 12 ⽉ 31 ⽇とします。  
  
２ 利⽤時間  
⑴ 午前 8 時から午後 10 時までまたは午前 9 時から午後 11 時までの 14 時間とします。 
ただし、利⽤開始 30 ⽇前までに施設担当者へ届け出た場合は 14 時間を超過して利⽤する
ことができます。 
⑵ 1 ⽇に複数回の公演を⾏う場合、前公演の来場者の退場完了から、次公演の開場時間

までに、2 時間以上の間隔を空けるものとします。 
 



３ 運営管理責任  
⑴ 利⽤者は常に善良な管理者の注意をもって利⽤するものとし、全てを利⽤者の責任に
おいて管理・運営してください（事前の準備、設営及び⾏事終了後の撤去を含みます）。  
⑵ 施設を利⽤するにあたっては、関係法令及び条例並びに「利⽤規約」及び「施設利⽤
契約書」等に定められた事項を遵守するとともに、関係業者・来場者等にもこれを周知徹
底してください。  
⑶ 利⽤者は利⽤にあたり事前に当社と協議のうえ、法令に定められた届出、及びその他
必要とされる資料等を関係諸官公庁によって指定された期⽇までに関係諸官公庁に提出し
許認可を得てください。必要な許認可等は、利⽤者の責任と費⽤負担により取得してくだ
さい。  
⑷ 利⽤者は、開催計画上、地域対策が必要と当社が判断した場合は、利⽤者の責任にお
いて、必要な措置を講じてください。  
⑸ 利⽤期間中の当社が承認をした施設、その周辺及び開催計画上必要な措置を講じるべ
き箇所の管理、秩序維持、来場者の整理・安全確保、案内誘導、盗難防止、事故防止、本
邦外出身者に対する不当な差別的言動の防止等は利⽤者が責任をもって⾏なってくださ
い。  
⑹ 利⽤者は、事前に当社と協議のうえ、当社が指定した期⽇までに、入場者および関係
者の安全ならびに警備、防災等、⾏事にかかわる警備計画等、当社が要求するものを作成
して当社にご提出ください。  
⑺ 利⽤者は、前各号の外、施設の利⽤に関しては、事前に当社と協議のうえ、その指示
に従ってください。  
※なお万一の場合に備え、保険に加入しておくことをお勧めします。  
  
４ 届出の遵守  
⑴ 施設の利⽤にあたっては、遅くとも利⽤開始⽇の 30 ⽇前までに施設担当者との利⽤
計画の打ち合わせをしてください。  
⑵ 電気・給排水・空調・吊ポイント等の利⽤のための申請書類を利⽤開始⽇の 14 ⽇前
までに施設担当者へ提出し、内容の確認を受けてください。  
⑶ 催⾏にあたっては、利⽤者自身の責任と費⽤負担において、利⽤開始 14 ⽇前までに
所轄警察署・所轄消防署・保健所等への届出を実施してください。  
  
５ 施設利⽤の申込及び契約の成立  
⑴ 当社が送付した本利⽤申請書は、送付⽇から 1 週間以内に提出するものとします。 
当該期間内に提出がなされない場合には、当該施設利⽤の申込は無効となる場合がありま
す。 
⑵ 本利⽤申請書の提出をもって、申込金の支払義務が生じるものとします。 



⑶ 初回申込の場合、 
本利⽤申請書の提出⽇から 2 週間以内に、施設利⽤契約を締結するものとします。 
当該期間内に契約が締結されない場合には、施設利⽤の申込は無効となる場合がありま
す。この場合においても、申込金の支払義務は消滅しないものとします。 
⑷ 申込金および残金が、それぞれの支払期限までに支払われなかった場合には、その時
点で、施設利⽤の申込は無効となる場合があります。この場合、既に利⽤料金が支払われ
ている場合であっても、既払分の申込金は返金いたしません。 
 
６ 利⽤料金の支払い 
⑴ 当施設の利⽤料金は、別紙「 【TOYOTA ARENA TOKYO】利⽤料金表」に定めるとお

りとします。 
⑵ 利⽤者は次表に定めるところにより当社に対し利⽤料金を支払うものとします。 
利⽤者は当社が発⾏する請求書に記載された支払期⽇までに、当社指定の金融機関⼝座に
振込むものとします。 

項目 支払期限 支払金額 

申込金 申込金請求書に記載された当社指定の期⽇まで 施設利⽤料金の 50% 

残金 利⽤開始⽇の 6 か⽉前に属する⽉の末⽇まで 
施設利⽤料金の 50%
（累計で 100%） 

その他の利⽤料金 最終利⽤⽇の翌⽉末⽇まで 
上記以外の利⽤料金 
及び諸費⽤ 

⑶ 請求書発⾏⽇において、既に所定の支払期限が過ぎている場合には、本来当該期限ま
でに支払うべき金額の合計額を、当社が指定する期⽇までに支払うものとします。 
⑷ 前各項の定めにかかわらず、当社は、当社の判断により、利⽤開始⽇前の当社が指定
する期⽇までに、利⽤料金全額及び利⽤が見込まれるその他利⽤料金及び諸費⽤を一括し
て請求することができるものとします。 
⑸ 当社は、諸般の事情に鑑み、利⽤料金を予告なく改定する場合があります。 
⑹ 利⽤料金及び諸費⽤の支払いに係る振込手数料は、利⽤者の負担とします。 
⑺ 利⽤料金の納入が遅延した場合、支払期⽇の翌⽇から当該金額に対し、14.6%（年
365 ⽇の⽇割）の割合で計算された遅延損害金を申し受けます。  
 
7 利⽤者による解約申入れ 
⑴ 利⽤者は、当社に対し書面による解約の申入れを⾏うことにより、利⽤契約の全部ま
たは一部を解約することができるものとします。 
⑵ 前項の解約申入れが残金の支払期限までになされた場合に限り、利⽤者は残金の支払
義務を免れるものとする。 ただし、申込金の支払義務についてはこの限りではなく、 



５-⑵に定める本利⽤申請書の提出をもって、その支払義務を負うものとする。 
⑶ 利⽤契約の解約⽇は、第１項の書面を当社が受領した⽇とする。 
⑷ 既に利⽤料金が支払われている場合には、理由のいかんを問わず、既払の申込金、残
金その他一切の費⽤は返還しないものとする 。 
 
８ 利⽤不承認の基準  
⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  
⑵ 喧騒が予想され、場内外の秩序を乱し、事故や混乱の発生につながるおそれがあると
き。  
⑶ 建物または施設等を損壊するおそれがあるとき。  
⑷ 施設を利⽤しようとする者又はその代理者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会
屋、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）、反社
会的勢力の支配・影響を受けている企業・団体、役員、従業員、関係者に反社会的勢力の
構成員もしくはその関係者がいる企業・団体、事業内容が明確でない企業・団体又はそれ
らの役員、従業員その他の構成員、関係者が主催、共催、後援、協賛する⾏事に利⽤する
ことが認められるとき。  
⑸ 利⽤者、出演者、参加者、スタッフもしくはこれらの関係者又は主催者、共催者、後
援者、協賛社、委託先業者その他の取引関係者もしくはこれらの関係者等（これらの役
員、従業員その他の関係者を含み、以下総称して「利⽤者等」という。）が、反社会的勢
力、その構成員もしくは関係者であるとき、又は反社会的勢力の支配・影響を受け、もし
くは反社会的勢力に対し資金等を供給し、便宜を供与するなどの関与をしているものと認
められる関係を有しているとき。  
⑹ 利⽤者等が、当社、入場者、又は他の利⽤者等に対し、著しい迷惑を及ぼす言動、詐
術、暴力的⾏為、脅迫的言辞、合理的範囲を超える負担を要求する言動、偽計・威力を⽤
いた業務妨害もしくは信⽤毀損⾏為等を⾏い、又はこれらの⾏為を⾏うことが予想される
とき。  
⑺ その他、当社が利⽤を不適当と認めるとき。  
  
９ 利⽤の制限・利⽤承認の取消  
施設が不適当と認めるとき、あるいは不適当となるおそれがあると認めるとき、施設は利
⽤を制限あるいは利⽤の承認を取り消す場合があります。なお、利⽤料金の支払い後に利
⽤の制限や取消に至った場合、既納の利⽤料金は施設利⽤者に返還しません。  
⑴ 仮利⽤申請書または本利⽤申請書に虚偽の記載事項があったとき  
⑵  正当の手続によらないで利⽤の目的、内容を変更したとき  
⑶  当社が承認した利⽤の目的、内容等と著しく異なるとき  
⑷  所定の期⽇までに使⽤料を納入しないとき  



⑸ 所定の期⽇までに契約締結がなされないとき 
⑹ 3- ⑶に該当する関係諸官公庁の承認を得ていないとき  
⑺ 8 の各号に該当する⾏為等があるか、もしくはそれらが予想されるとき  
⑻ 利⽤者らが正当な理由なく、かつ必要とされる手続きを経ずに関係者以外の第三者を
入場させたとき  
⑼ 建物または施設等に反社会的勢力であることを感知させる名札、名称、看板、代紋、
提灯等の物件を提示したとき、もしくはそれらの⾏為が予想されるとき  
⑽ 建物または施設等に反社会的勢力を出入りさせたとき、もしくはそれらの⾏為が予想
されるとき  
⑾ その他、本利⽤規則に違反したとき  
  
１０ 利⽤内容の変更  
⑴ 利⽤内容の変更は原則として認めないものとする。ただし、やむを得ない事情により

変更を希望し、事前に当社の承認を得た場合はこの限りではない。 
⑵ 利⽤を変更する場合、既納の利⽤料金は返還しません。また、施設の利⽤に追加が発

生した場合は、追加分に対する契約締結及び利⽤料金の請求を⾏います。  
⑶ 施設から利⽤内容の変更承認が得られず、利⽤を中止した場合、既納の利⽤料金は返

還しません。  
  
１１ サブアリーナ・スポーツパーク・ジョイントパークの利⽤  
⑴ サブアリーナ、スポーツパークまたはジョイントパークをメインアリーナと同時に利
⽤する場合は、サブアリーナは利⽤開始⽇の 6 カ⽉前末⽇までスポーツパーク・ジョイン
トパークは利⽤開始⽇の 3 か⽉前末⽇までに施設担当者へ届け出てください。  
⑵ 利⽤者は、施設が発⾏する請求書の期⽇にしたがって当該施設の利⽤に対する料金を
お支払いください。  
⑶ メインアリーナ利⽤者が、利⽤しない場合は、他のイベント主催者、団体へ貸出する
場合があります。  
  
１２ 付帯設備の利⽤  
  付帯設備を利⽤する場合は、利⽤開始 30 ⽇前までに施設担当者へ届け出てください。  
  
１３ 権利の譲渡・転貸禁止  
利⽤者は、理由のいかんにかかわらず、利⽤権の全部または一部を第三者に譲渡あるいは
転貸することはできません。  
  
１４ 施設利⽤の中止（当社判断による）  



⑴ 天変地変や感染症の流⾏、施設の著しい損傷など、通常の営業を継続することが困難
と当社が判断したとき、当社は利⽤承認を取り消し、中止していただく場合があります。  
⑵ この場合の既納料金の返還については利⽤者と別途協議致します。当社の責に帰す事
由により施設を封鎖する場合の利⽤料金の返還・賠償は、既納料金を上限とします。  
   
１５ 原状回復義務  
⑴ 利⽤終了時には、利⽤者の責任と費⽤負担により貸出開始時の状態に原状回復し、施
設管理者の点検を受けてください。  
⑵ 利⽤者が施設、設備および器物を汚損又は滅失したときは、利⽤者および当施設担当
者双方立会いのもとでその状況を確認し、これによって生じた損害を当施設に対し賠償し
ていただきます。 施設利⽤期間終了後に汚損･破損等が見つかった場合、利⽤者に対し損
害の賠償を請求する場合があります。  
  
１６ 清掃・廃棄物の処理  
⑴ 貸出エリア（ボウル内、控室、駐車場等）における清掃及び廃棄物収集・運搬・処分

は指定業者が実施します。清掃費⽤は、後⽇別途請求します。廃棄物処理費⽤は、指定
業者と個別の契約をお願いします。 

⑵ 施設内で生じた廃棄物は指定業者の指示に従って適切に収集・引き渡しを⾏って 
ください。共⽤部（コンコース、屋外エリア等）に来場者が廃棄したものは、当社にて処
分しますが、チラシ等特定の催事に伴って大量に排出されたと当社が判断した場合には、
処分に要した費⽤を主催者に請求する場合があります。 
※客席の大きなごみ及び設営物の回収を確実に⾏ってください。 
 
１7 禁止事項  
当社が不適当と認める次の⾏為を禁止します。  
⑴ 敷地内及び敷地周辺における喫煙（喫煙が認められている箇所を除く）  
⑵ 施設内への危険物及び火気の持込み  
⑶ 著しく酒気を帯びていると認められる状態での入場  
⑷ 施設が危険と認める物を投げること  
⑸ 他の来場者の頭上に飛び込むこと  
⑹ 暴れたり、飛び跳ねたりすること  
⑺ 客席から身を乗り出すなどの危険な⾏為  
⑻ その他、当社が不適切と認める⾏為  
  
 
 



１８ 安全・環境への対策義務  
利⽤者は、すべてその責任と費⽤負担により下記の対策を実施してください。  
⑴ 催⾏時の安全対策  
⑵ 防火・防災対策  
⑶ 騒音・振動・排ガス・交通渋滞等、施設の周辺環境へ配慮した対策  
  
１９ 免責及び損害賠償責任  
⑴ 利⽤者は、施設、設備及び備品を減失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しな
ければなりません。  
⑵ 利⽤者は、故意又は過失によって第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しな
ければなりません。  
⑶ 当社は、利⽤者の次に掲げる事項について一切の責任を負いません。  
ⅰ 天災地変、火災、事故、盗難その他当社の責任に帰すことができない事由により生じ
た損害  
ⅱ 利⽤承認の取消により生じた利⽤者等の損害  
  
２０ 施設利⽤等の打ち合わせ  
⑴ 施設利⽤者は施設利⽤開始 30 ⽇前までに、施設担当者と利⽤について詳細な打ち合
わせを⾏ってください。  
⑵ 打ち合わせにあたっては、利⽤計画書等の資料を施設担当者へ提出してください。  
 
２１ 指定・登録会社  
施設を円滑にご利⽤いただくため、以下の事項は指定業者制となっております。施設利⽤
の契約成立後、すみやかに調整を⾏ってください。  
・廃棄物の運搬・処分  
・店舗飲食提供及びキッチンカー・屋台等の手配  
・主催者向けインターネット回線 
・イベント事後清掃 
  
 付則 本利⽤規則は予告なく改定される場合があります。  
  
 


